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○守谷市社会福祉法人指導監査実施要綱 

令和５年１２月８日 

告示第１４５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第５６条第１項の規定に基づき、社会福祉法人（以下「法人」という。）

に対して市が実施する法人指導監査（以下「指導監査」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（指導監査の目的） 

第２条 指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、法人の運営及び事業

経営（以下「運営等」という。）について、法その他関係法令、関係通知等

に基づき確認を行うことにより、法人の適正な運営及び社会福祉事業の健全

な経営の確保を図ることを目的とする。 

（指導監査の対象） 

第３条 指導監査は、主たる事務所が本市の区域内にある法人であって、その

法人が行う事業が当該区域を越えないものに対して行うものとする。 

（指導監査の種類等） 

第４条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、それぞれ実地において行う

ものとする。ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を

防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるも

のとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらな

いことができる。 

２ 一般監査は、前条の指導監査の対象となる全ての法人を対象に、指導監査
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別紙）に基づき実施するものとする。 

３ 市長は、一般監査を、原則として３年に１回実施するものとする。 

４ 特別監査は、その運営等について特に重大な問題があり、重点的な指導監

査を行う必要があると認められる法人に対し、特定の事項について真相が解

明され、改善が図られるまで、重点的かつ継続的に随時行うものとする。 

５ 新たに設立された法人については、設立年度又は次年度において、当該法

人の設立後一般監査を実施するものとする。 

（指導監査の実施計画等） 

第５条 市長は、毎年度当初に、当該年度における一般監査の基本方針及び実

施計画を定めるものとする。 

２ 前項の一般監査の実施計画は、毎年度法人から提出される書類の内容等を

勘案し、変更することができるものとする。 

３ 特別監査の基本方針及び実施計画については、市長が必要に応じ、随時、

定めるものとする。 

（実施通知） 

第６条 市長は、当該年度の指導監査の実施の対象となる法人（以下「対象法

人」という。）を決定したときは、原則として指導監査の実施の１月前まで

に、次に掲げる事項を当該対象法人に通知するものとする。 

（１）指導監査の根拠規定 

（２）指導監査の日時及び場所 

（３）指導監査を担当する職員 

（４）指導監査に当たって事前に提出すべき書類 

（５）指導監査の実施日に準備すべき書類 

（６）その他必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定による通知をすることによ

り指導監査への影響が生ずるおそれがあると認める場合は、当該通知をしな
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いことができる。 

（実施方法） 

第７条 市長は、指導監査を行うに当たっては、対象法人の運営等の状況を把

握するため、あらかじめ、当該対象法人に対し、指導監査調書の提出を求め

るものとする。ただし、特別監査を行う必要があると認める場合は、この限

りでない。 

２ 指導監査は、対象法人の事務所等において行うものとする。 

３ 指導監査は、対象法人を所管する課の２人以上の職員で行うものとする。 

４ 指導監査は、第１項の規定により提出された指導監査調書を基に、関係施

設及び設備並びに帳簿及び書類の確認を行うことにより、対象法人の運営等

の状況の実態について行うものとする。この場合において、指導監査の過程

で判明した問題点又は疑問点については、随時、当該対象法人の代表者その

他の当該対象法人の運営に責任を有する者（第９条第２項において「代表者

等」という。）から説明を聴くことにより、その究明を図るものとする。 

５ 指導監査は、茨城県と連携しながら、効果的かつ効率的に行うものとする。 

６ 市長は、指導監査の実施に当たっては、必要に応じて関係行政機関に対し

て必要事項の照会及び調査を行うことができる。 

（身分を示す証明書） 

第８条 指導監査を担当する職員は、社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省

令第２８号）第７条に定める身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者から

の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（実施後の措置） 

第９条 市長は、指導監査の終了後、当該指導監査について講評を行うものと

する。ただし、実態が十分に解明されていない等の理由により講評を行うこ

とが困難であると認めるときは、講評を延期することができる。 

２ 市長は、指導監査の結果にかかわらず、後日、当該対象法人に対し、指導
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監査結果通知書及び改善状況報告書（別記様式）を代表者等に交付するもの

とする。 

３ 市長は、前項の規定により通知した事項のうち、改善が必要と判断した事

項については、当該対象法人に対し、期限を付して指導監査結果通知書及び

改善状況報告書の提出を求め、必要に応じて、確認のための再度の指導監査

を行うものとする。 

４ 市長は、当該年度の指導監査の実施計画に基づく全ての指導監査（前項の

規定による再度の指導監査を含む。以下この項において同じ。）を終了した

ときは、速やかに、当該年度の指導監査の結果を取りまとめるものとする。 

（結果の公開） 

第１０条 指導監査の結果については、法人の運営の適正化及び福祉サービス

の質の向上を図る観点から、市民への公表に努めるものとする。 

（監査台帳） 

第１１条 市長は、法人の現況及び監査状況を把握し、より効果的な監査を実

施するために、監査台帳を作成し、監査終了後必要な事項を記入し、整備し

ておくものとする。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 
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